
服薬情報等提供料 

※ 医療機関の求めに応じ、患者の同意を得た上で、吸入
薬の使用が適切に行われるよう、患者若しくはその家族等へ
必要な情報提供、指導等を行った場合に、 
調剤薬局では、薬学管理料「服薬情報等提供料」(月に1
回 20点)の算定ができます。 
 
 1回の指導料は保険金額 3割負担では 60円 
（1割負担 20円、2割負担 40円）の算定ができます。 
 

 （吸入指導報告書） 

医療機関からの吸入指
導・情報提供の依頼 
（吸入指導依頼書） 

情報を文書にて報告
（吸入指導報告書） 

（参考）薬学管理料（服薬情報等提供料）２０点 
患者若しくはその家族等、若しくは保険医療機関の求めに応じ、又は薬剤師がその必要性を
認めた場合において、患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も
患者の服用薬の情報等について把握し、患者若しくはその家族等、又は保険医療機関へ必
要な情報提供、指導等を行った場合に、所定点数を算定する。なお、保険医療機関への情
報提供については、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月１回に限り算定す
る。これらの内容等については薬剤服用歴の記録に記載すること。  



（両面印刷 表面） 



（両面印刷 裏面） 


